
○富山市建築物における駐車施設の設置等に関する条例施行規則  

平成１７年４月１日  

富山市規則第２０８号  

改正  平成２８年３月３１日富山市規則第３０号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、富山市建築物における駐車施設の設置等に関する

条例（平成１７年富山市条例第２２６号。以下「条例」という。）第

１４条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるもの

とする。  

（駐車施設の設置等の届出）  

第２条  条例第７条の規定による届出は、駐車施設設置（変更）届（様

式第１号）に別表に掲げる書類を添えて行うものとする。  

２  前項の届出書及び添付書類の提出部数は、２通とする。  

３  前２項の規定は、既に届け出た事項を変更しようとする場合につい

て準用する。  

（立入検査証）  

第３条  条例第１０条第２項の身分を示す証明書は、立入検査証（様式

第２号）とする。  

（措置命令書）  

第４条  条例第１１条の規定による措置の命令は、措置命令書（様式第

３号）により行うものとする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成１７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市における建築物

に附置する駐車施設に関する条例施行規則（昭和４８年富山市規則第

３３号）の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相



当規定によりなされたものとみなす。  

附  則（平成２８年３月３１日富山市規則第３０号）  

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

別表（第２条関係）  

区分  書類  記載事項  

駐車施設  付近見取図  方位、道路、目標となる物件及び位置並びに建

築物との距離  

配置図  縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における

建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及

び幅員  

各階平面図  縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内

外の通路及び幅員  

建築物  配置図  縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における

建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及

び幅員  

各階平面図  縮尺、方位、間取り及び各階の用途  



 



 



 

 


